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令和４年度 第１回区内循環バス運行検討会会議 会議録（質問・回答書） 

 

会議の

名称 

（番号） 

１－２６ 
令和４年度 第１回区内循環バス運行検討会（書面開催） 

議題 
議題１ AI オンデマンドバスの実証運行について 

議題２ バス停の一部共用について 

資料 

資料１ 区内循環バス運行検討会資料 

資料２ 乗降場所一覧 

資料３ （別添資料）バス停共用予定個所及びバス停を共用する理由 

資料４ 区内循環バス運行検討会に関する要綱 

資料５ 令和４年度 区内循環バス運行検討会委員名簿 

区内循環

バス運行

検討会 

委員 

◎戸崎肇、清家裕之、大野貴史、島川光司、藤平忠晴、木村康、石郷岡亮、 

若田瑞穂、渡部淳、三浦裕樹、福本健二、二井田春喜、小池毅、佐藤尚宣、 

須藤正、森山育子、飯箸俊一、岸川紀子、郡司剛英、久井隆司、天海晴彦 

承認事項 

会議の書面開催について 承認 20 名・不承認 １名 

※ 区内循環バス運行検討会に関する要綱第７条第２項の規定に基づき、委員の過半数

の同意を得たため、書面開催の成立条件を満たしている。 

議題１ AI オンデマンドバス実証運行について 承認 20 名・不承認 １名 

議題２ バス停の一部共用について 承認 20 名・不承認 １名 

※ 書面開催等による審議における検討会の議事は、区内循環バス運行検討会に関する

要綱第７条第３項の規定に基づき、委員の過半数が審議に参加し、当該参加した委員

の過半数をもって決することとしているため、議題１及び議題２について、承認され

た。（一部修正あり。詳細は、下記「修正箇所」参照。） 

 質問意見など 回答 

清家 

委員 

・交通管理者（警視庁）と調整していただき、仮に、

道路交通法第４４条第２項第２号に基づく合意が必要

であれば、あらかじめ運輸局にも情報共有していただ

きたい。 

 

 

・ご指摘のような手続きが必要

となった場合は、適宜情報提供

いたします。 

 

大野 

委員 

・バス停の一部共用にあたり、国道敷に新たな占用物

が発生する場合は、国道 6号、14号を管理している当

事務所の亀有出張所に相談・申請をお願いいたします。 

 

 

・各種法令に則り、必要な手続

きを行います。 
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藤平 

委員 

・議題１について 

道路交通法を遵守し、安全・円滑な運行をお願いし

ます。 

運行事業者や運転者、利用者に向けた道路交通法等

の法令順守に関する意識向上のための取組をお願いし

ます。 

・議題２について 

 既存バス停の共用にあたっては、道路交通法に基づ

き必要な手続きを確実に行ってください。 

・議題１について 

 各種法令を順守し、安全・円

滑な運行に努めます。 

 また「客待ち」のための長時

間の停車が発生しないよう、運

用面で配慮します。 

・議題２について 

 各種法令に則り、必要な手続

きを行います。 

若田 

委員 

・議題１について 

オンデマンド交通（実証実験含む）については、既

存の交通事業者とすみわけができるよう、配慮をお願

いします。 

 

 

・議題２について 

 路線バス同士の停留所共用では、お互いに安全かつ

円滑に運行できるよう、停留所での発着時間が重なら

ないよう調整し、共用しているところです。 

一方で、オンデマンドバスは、発着時間が不確定と

なり、路線バスが発着するタイミングと重なる可能性

があり、双方の運行に支障が出る恐れがあるため、共

用は難しいと考えております。 

 

 

・議題１について 

アンケート等で、これまでの

交通手段などをお聞きし、検証

を加え、既存の交通事業者とす

みわけができるよう、配慮して

いきたいと考えます。 

・議題２について 

※ 下記「修正箇所」のとおり 

渡部 

委員 

・実証実験の結果を本会議体にて報告いただきたい。

また、前回意見させていただいたとおり、結果をもと

に持続可能な交通の維持のための運賃設定の検討をお

願いします。 

 

 

 

・アンケート等で、これまでの

交通手段などをお聞きし、検証

を加え、既存の交通事業者とす

みわけができるよう、配慮して

いきたいと考えます。 

福本 

委員 

 本実証運行の実施に伴う既存の公共交通（バス・タ

クシー）への影響について十分に検証していただきた

い。 

・アンケート等で、これまでの

交通手段などをお聞きし、検証

を加え、既存の交通事業者とす

みわけができるよう、配慮して

いきたいと考えます。 

二井田 

委員 

・議題２について 

 関係するバス事業者との協議が整っていることを条

件に承認させていただきます。 

 

・各種法令に則り、必要な手続

きを行います。 
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小池 

委員 

・議題１について 

①道路運送法第２１条の許可にあたり、関東運輸局と

の協議に基づき判断されているとのことですが、実際

の許可申請窓口である東京運輸支局輸送担当への確認

は行われているのでしょうか。 

 

②実証実験後における本格運行の具体的なイメージは

あるのでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

③実証実験期間が２か月間となっていますが、本格運

行を見据えてであればもう少し長いスパンでの実証実

験を行い、他の公共交通への影響なども含めデータを

分析する必要があると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

・議題２について  

① バス停の共用にあたっては、既存事業者の了承は

得られているのでしょうか。 

  

 

 

 

 

 

 

② バス停を一部とはいえ共用するということは、少

なからず既存の路線バスへの影響が考えられます

が、料金設定も含めた他の交通事業者への事業の阻

害とならないような具体的な方法をご教示下さい。 

  

    

・議題１について 

事前協議を行っています。 

 

 

 

 

今回の実証実験は、今回の実

験エリアにおける本格運行を

前提としたものではありませ

ん。  

区内循環バスも含め、地域の

交通のあり方を考える中で、一

つの手段として、実証実験を予

定しています。 

今回はあくまで実証実験で

あり、本格運行するとなれば、

今回の実証実験の結果を検証

するとともに、例えば、結果を

踏まえて、改めて実証実験を行

うのかなど、様々な検討が必要

であると考えています。いずれ

にいたしましても、本格運行す

る場合には、ご指摘のとおり一

定の期間検証が必要であると

考えています。 

・議題２について 

昨年度２～３月に実施予定

であった際に、関係するバス事

業者に了承を得ています。ただ

し、今回、乗降場所の一部変更

があったことから、改めて協議

を行っています。資料にありま

すとおり、協議の結果、お示し

した乗降場所が一部変更とな

る場合もございます。 

今回の実証実験において、一

番影響が大きいと思われるの

が、同じエリアを運行する区内

循環バスですが、循環バス運賃

が１００円のところ、本実験で

は２００円に設定し、循環バス

利用者とのすみわけを図って
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いるところです。 

実証の結果、アンケート等

で、これまでの交通手段などを

お聞きし、検証を加え、既存の

交通事業者とすみわけができ

るよう、配慮していきたいと考

えます。 

修正箇所 

委員からのご意見を踏まえ、乗降場所を以下のとおり修正する。 

名称
押上駅（地下鉄Ａ３出口） 墨田区 押上1-1-34
立花１丁目団地入口（西側） 墨田区 立花1-28
東あずま公園（西側） 墨田区 立花2-32−12 
六軒児童遊園先（北側） 墨田区 立花3-19
シティハイム立花（立花４丁目集会所） 墨田区 立花4-8-10
たちばな仲よし公園（西側） 墨田区 立花5-19-2
中川公園（西側） 墨田区 立花5-38-3
吾嬬第二ポンプ所（北側） 墨田区 立花6-8-34
すみだスポーツ健康センター入口バス停（区内循環バス） 墨田区 立花5-12-13
吉岡整形外科 墨田区 八広3-38−6
平野診療所 墨田区 八広4-48-5
白髭神社（川沿い） 墨田区 東墨田3-13−24
特別養護老人ホーム木下川吾亦紅 墨田区 東墨田2-15−2
きねがわ公園（川沿い） 墨田区 東墨田2-25-8
八広はなみずき児童館 墨田区 八広4-27-8
八広５丁目アパート（八広図書館） 墨田区 八広5-10
三輪里稲荷神社入口（区内循環バス） 墨田区 八広3-7-2
済生会向島病院 墨田区 八広1-5-10
はなみずき高齢者在宅サービスセンター 墨田区 八広3-22-14
平井橋倉庫 墨田区 立花3-29-10

住所

 

 

所管課 産業観光部観光課 

 


